
くまの議会だより　第110号 ⑫⑬ くまの議会だより　第110号

議
会
新
体
制

当
初
予
算

予
算
審
議

議
会
審
議

議
会
新
体
制

当
初
予
算

予
算
審
議

議
会
審
議

一
般
質
問

一
般
質
問

Q
A

災害後の状況と今後の計画は

〈町長〉

国の災害査定を終え、設計審査等の手順を経て
作業を進めている。

【
Ｑ
１
】

　

砂
防
ダ
ム
等
の
進
捗
は
。

【
Ａ
１
】

　

緊
急
事
業
と
し
て
砂
防

ダ
ム
５
カ
所
、
治
山
ダ
ム

８
カ
所
予
定
し
、
順
次
地

元
等
へ
説
明
し
、
平
成
31

年
度
末
ま
で
に
終
え
る
計

画
と
伺
っ
て
い
る
。

【
Ｑ
２
】

　

河
川
の
復
旧
状
況
は
。

【
Ａ
２
】

　

県
管
理
河
川
で
は
二
河

川
の
護
岸
復
旧
工
事
が
発

注
済
み
で
、
熊
野
川
、
三

谷
川
に
つ
い
て
も
順
次
発

注
予
定
と
伺
っ
て
い
る
。

　

町
管
理
河
川
で
は
、
道

路
と
の
兼
用
護
岸
を
含
む

４
河
川
が
発
注
済
み
。

【
Ｑ
３
】

　

農
地
の
土
砂
撤
去
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。

【
Ａ
３
】

　

比
較
的
被
害
の
少
な
い

箇
所
か
ら
農
業
者
の
意
向

を
確
認
し
進
め
て
い
る
。

【
Ｑ
４
】

　

農
地
に
つ
い
て
も
所
有

者
が
撤
去
し
た
場
合
、
事

後
償
還
で
き
な
い
か
。

【
Ａ
４
】

　

現
状
は
財
政
的
に
難
し

い
が
、
課
題
等
を
整
理
し

て
い
き
た
い
。

【
Ｑ
５
】

　

防
災
重
点
た
め
池
15
カ

所
は
、
選
定
基
準
の
見
直

し
で
増
え
る
と
思
う
が
。

【
Ａ
５
】

　

15
カ
所
か
ら
120
カ
所
程

度
に
な
る
見
込
み
で
、
住

民
に
広
報
等
で
周
知
す
る
。

【
Ｑ
６
】

　

被
害
家
屋
の
解
体
後
の

税
の
取
り
扱
い
は
ど
う
か
。

【
Ａ
６
】

　

解
体
家
屋
に
固
定
資
産

税
は
か
か
ら
な
い
。

　

残
っ
た
土
地
「
被
災
住

宅
用
地
」
は
、
引
き
続
き

住
宅
用
地
と
見
な
し
、
２

年
間
住
宅
用
地
の
特
例
が

適
用
さ
れ
る
。

安 心
安 全

時光 良造議員

Q
A

警戒区域の避難路は

〈町長〉

スムーズな避難行動のため、既存道路の拡幅や別ルート新設
など、地区に見合った方法を検討する。

立花 慶三議員

【
Ｑ
１
】

　

こ
の
度
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
避
難
路
の
整
備
が
公

表
さ
れ
、
町
と
し
て
の
懸

命
な
取
り
組
み
に
誠
意
を

感
じ
て
い
る
。
一
方
、
こ

れ
ら
の
取
り
組
み
は
関
連

地
域
の
方
に
も
詳
細
を
お

知
ら
せ
し
て
ほ
し
い
。

【
Ａ
１
】

　

大
原
ハ
イ
ツ
以
外
は
、

自
治
会
や
自
主
防
災
組

織
、
土
地
所
有
者
等
と
協

議
の
整
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
可
能
な
限
り
国
費
を

活
用
し
て
進
め
た
い
。
具

体
的
な
箇
所
に
つ
い
て

は
、
予
算
や
土
地
提
供
者

と
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題

も
あ
り
、
今
の
時
点
で
の

回
答
は
控
え
る
。

【
Ｑ
２
】

　

今
の
答
弁
で
は
「
予
算

あ
り
き
」
に
聞
こ
え
る
。
本

来
、
住
民
の
安
全
を
守
る

こ
と
に
対
し
、
自
主
防
災

組
織
を
作
っ
て
も
ら
っ
て

か
ら
と
い
う
の
は
受
け
身

で
は
な
い
か
。
具
体
的
な

箇
所
に
つ
い
て
新
聞
紙
上

で
掲
載
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
具
体
的
に
答
え
て
も

い
い
の
で
は
。
山
す
そ
の

地
区
に
お
い
て
は
、
道
幅

の
狭
い
危
険
な
箇
所
が
た

く
さ
ん
あ
る
が
、
縦
方
向

に
逃
げ
る
よ
り
も
横
方
向

へ
の
避
難
路
が
重
要
と
思

う
が
、
そ
の
よ
う
な
計
画
は
。

【
Ａ
２
】

　

具
体
的
に
は
複
数
箇

所
、
考
え
て
い
る
が
こ
の

場
所
で
の
回
答
は
控
え
る
。

横
方
向
の
避
難
路
に
つ
い

て
は
確
か
に
拡
幅
オ
ン

リ
ー
で
は
な
い
。
横
方
向

が
適
切
か
、
技
術
的
に
可

能
か
も
検
証
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
が

横
方
向
に
出
来
れ
ば
理
想

だ
が
、
調
査
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

A
防災・減災体制の強化を

〈危機管理監〉

危機管理に関する研修等の受講や先進自治体との情報交換などを進めていく。

【
Ｑ
１
】

　

昨
年
の
土
砂
災
害
発
生

時
に
は
全
国
か
ら
多
く
の

支
援
物
資
が
届
い
た
が
、

全
て
被
災
者
に
提
供
さ
れ

て
い
る
の
か
。

【
Ａ
１
】

　

被
災
者
に
提
供
す
る
と

と
も
に
、
な
か
に
は
賞
味

期
限
が
近
い
も
の
も
あ
り
、

期
限
が
過
ぎ
た
も
の
か
ら

廃
棄
処
分
し
た
も
の
と
、

町
内
施
設
の
イ
ベ
ン
ト
に

提
供
し
た
も
の
が
あ
る
。

【
Ｑ
２
】

　

町
内
10
ヵ
所
の
避
難
所

全
て
に
備
蓄
倉
庫
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
が
。

【
Ａ
２
】

　

現
在
６
ヵ
所
に
分
散
し

て
保
管
し
て
い
る
が
、
避

難
所
と
な
っ
て
い
る
施
設

に
備
蓄
物
資
を
直
接
保
管

出
来
る
よ
う
調
整
す
る
。

【
Ｑ
３
】

　

職
員
が
災
害
対
応
や
避

難
所
運
営
に
携
わ
る
こ
と

に
よ
り
、
通
常
業
務
に
遅

れ
が
生
じ
、
町
税
の
口
座

引
き
落
と
し
が
２
ヵ
月
分

に
な
り
、
周
知
不
足
の
た

め
、
町
民
か
ら
多
く
の
苦

情
を
聞
い
て
い
る
が
。

【
Ａ
３
】

　

今
回
の
経
験
を
生
か
し

て
、
今
後
は
事
前
に
計
画

し
、
住
民
の
周
知
に
も
怠

り
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

【
Ｑ
４
】

　

職
員
は
数
年
で
異
動
す

る
た
め
、
町
内
の
特
徴
を

熟
知
し
た
防
災
の
専
門
職

員
を
育
成
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
る
が
。

【
Ａ
４
】

　

危
機
管
理
の
プ
ロ
で
あ

る
自
衛
官
Ｏ
Ｂ
の
採
用
を

考
え
て
い
る
。
来
年
、
も

し
く
は
再
来
年
に
は
専
門

職
員
を
採
用
し
た
い
。

Q
A

熊野交番の建て替え計画は

〈町長〉

建て替えは来年度実施と伺っている。町は町全域を見据えた
治安強化や町行政との連携の観点を踏まえるよう求めてきた。

民法 正則議員

【
Ｑ
１
】

　

役
場
前
の
町
有
地
を
県

警
が
交
番
用
地
と
し
て
使

用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
契
約
に
な
る

の
か
。
ま
た
、
現
在
の
交

番
の
跡
地
の
使
途
は
。

【
Ａ
１
】

　

関
連
条
例
等
に
基
づ
き
、

30
年
以
内
の
使
用
貸
借
契

約
を
締
結
す
る
予
定
で
あ

る
。
跡
地
の
使
途
は
承
知

し
て
い
な
い
。

【
Ｑ
２
】

　

新
し
い
交
番
は
、
相
談

に
立
ち
寄
る
町
民
用
の
駐

車
場
や
相
談
室
な
ど
が
整

備
さ
れ
る
か
。

【
Ａ
２
】

　

来
客
駐
車
場
２
台
分
と

相
談
室
が
設
け
ら
れ
、
警

察
官
や
交
番
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
る
。
パ
ト
ロ
ー

ル
等
で
無
人
の
場
合
は
、

窓
口
の
電
話
機
で
警
察
と

の
通
話
や
緊
急
通
報
が
で

き
る
体
制
が
と
ら
れ
る
も

の
と
理
解
し
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

移
転
す
れ
ば
初
動
対
応

が
遅
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
西
部
地
域
住
民
の
不

安
に
対
す
る
町
の
見
解
は
。

【
Ａ
３
】

　

警
察
車
両
で
の
パ
ト

ロ
ー
ル
が
大
き
な
犯
罪
抑

止
力
に
な
る
こ
と
か
ら
、

町
全
域
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル

強
化
を
警
察
に
要
望
す
る
。

町
も
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
に
よ
る
警
戒
、
関
係
団

体
等
と
の
連
携
活
動
の
ほ

か
、
警
察
Ｏ
Ｂ
の
巡
回
指

導
員
に
よ
る
出
前
相
談
等

を
西
部
地
域
に
お
い
て
実

施
す
る
な
ど
、
町
民
の
不

安
解
消
に
努
め
る
。

【
Ｑ
４
】

　

新
た
な
交
番
は
県
道
に

接
す
る
た
め
、
熊
野
ら
し

い
外
観
づ
く
り
が
な
さ
れ

て
も
よ
い
と
考
え
る
が
。

【
Ａ
４
】

　

意
見
を
踏
ま
え
、
町
の

立
場
か
ら
可
能
な
範
囲
内

で
努
力
を
し
て
み
た
い
。

〈沖田 ゆかり 議員〉Q


